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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
一
号
の
二

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
家
畜
伝
染

病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
笠
岡
市
で

発
生
し
た
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
家
畜
等
の
移
動
等
を
次
の
と

お
り
禁
止
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

移
動
等
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
家
畜
等

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
、
そ
れ
ら
の
死
体
並
び

に
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
品
（
家
畜
伝
染
病
予
防

法
第
五
十
三
条
第
三
項
の
家
畜
防
疫
員
が
当
該
病
原
体
を
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た

も
の
を
除
く
。
以
下
「
禁
止
対
象
家
畜
等
」
と
い
う

）
。

二

移
動
等
の
禁
止
の
内
容
及
び
対
象
と
な
る
区
域

１

次
の
区
域
内
に
現
に
存
す
る
禁
止
対
象
家
畜
等
に
つ
い
て
、
そ
の
移
動
を
禁
止
す
る
。

笠
岡
市
（
小
平
井
（
県
道
四
八
号
線
よ
り
北
側
の
区
域
に
限
る

、
新
賀
（
県
道
四
八
号
線

。
）

よ
り
西
側
の
区
域
に
限
る

、
西
大
戸
、
入
田
、
走
出
（
池
平
よ
り
南
側
か
つ
井
立
池
よ
り
南

。
）

側
か
つ
市
道
走
出
二
〇
五
号
金
色
谷
線
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
東
大
戸
、
吉
田
（
県
道

。
）

四
八
号
線
よ
り
西
側
の
区
域
に
限
る

）
及
び
み
の
越
の
区
域
に
限
る

）
及
び
井
原
市
（
岩
倉

。

。

町
（
県
道
二
九
〇
号
線
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
上
稲
木
町
（
県
道
三
号
線
よ
り
東
側
の

。
）

区
域
に
限
る

、
木
之
子
町
（
稲
木
川
よ
り
南
側
か
つ
円
地
以
南
の
区
域
に
限
る

、
下
稲
木

。
）

。
）

町
（
県
道
二
九
〇
号
線
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
西
方
町
（
稲
木
川
よ
り
南
側
の
区
域
に

。
）

限
る

）
及
び
門
田
町
の
区
域
に
限
る

）
の
区
域

。

。

２

次
の
区
域
内
に
現
に
存
す
る
禁
止
対
象
家
畜
等
に
つ
い
て
、
当
該
区
域
外
へ
の
移
出
を
禁
止
す

る
。笠

岡
市
（
小
平
井
（
県
道
四
八
号
線
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
新
賀
（
県
道
四
八
号
線

。
）

よ
り
東
側
の
区
域
に
限
る

、
走
出
（
池
平
以
北
、
井
立
池
以
北
又
は
市
道
走
出
二
〇
五
号
金

。
）。

）
、

（

。
）
、

、

色
谷
線
以
北
の
区
域
に
限
る

吉
田

県
道
四
八
号
線
よ
り
東
側
の
区
域
に
限
る

大
河

篠
坂
、
関
戸
、
園
井
、
大
井
南
、
山
口
、
吉
浜
、
相
生
、
旭
が
丘
、
有
田
、
一
番
町
、
今
立
、
入

江
、
絵
師
、
生
江
浜
、
大
宜
、
大
島
中
、
尾
坂
、
押
撫
、
笠
岡
、
春
日
台
、
金
浦
、
九
番
町
、
鋼

管
町
、
甲
弩
、
五
番
町
、
三
番
町
、
七
番
町
、
新
横
島
、
十
一
番
町
、
十
番
町
、
富
岡
、
西
大
島
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（
県
道
四
〇
六
号
線
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
西
大
島
新
田
、
二
番
町
、
八
番
町
、
広
浜
、

。
）

馬
飼
、
緑
町
、
美
の
浜
、
用
之
江
、
茂
平
、
横
島
、
四
番
町
、
六
番
町
、
城
見
台
、
西
茂
平
、
港

町
、
カ
ブ
ト
中
央
町
、
カ
ブ
ト
西
町
、
カ
ブ
ト
東
町
、
カ
ブ
ト
南
町
、
拓
海
町
、
平
成
町
及
び
中

。
）
、

（

（

。
）
、

央
町
の
区
域
に
限
る

井
原
市

岩
倉
町

県
道
二
九
〇
号
線
よ
り
北
側
の
区
域
に
限
る

上
稲
木
町
（
県
道
三
号
線
よ
り
西
側
の
区
域
に
限
る

、
木
之
子
町
（
稲
木
川
よ
り
北
側
又
は

。
）

。
）
、

（

。
）
、

円
地
よ
り
北
側
の
区
域
に
限
る

下
稲
木
町

県
道
二
九
〇
号
線
よ
り
北
側
の
区
域
に
限
る

西
方
町
（
稲
木
川
よ
り
北
側
の
区
域
に
限
る

、
青
野
町
、
井
原
町
、
大
江
町
、
上
出
部
町
、

。
）

北
山
町
、
神
代
町
、
笹
賀
町
、
笹
賀
町
一
丁
目
、
笹
賀
町
二
丁
目
、
下
出
部
町
、
下
出
部
町
一
丁

目
、
下
出
部
町
二
丁
目
、
高
屋
町
（
石
谷
川
よ
り
東
側
か
つ
県
道
一
〇
三
号
線
よ
り
南
側
の
区
域

に
限
る

、
高
屋
町
一
丁
目
、
高
屋
町
二
丁
目
、
高
屋
町
三
丁
目
、
高
屋
町
四
丁
目
、
高
屋
町

。
）

五
丁
目
、
七
日
市
町
、
西
江
原
町
、
野
上
町
（
県
道
二
九
一
号
線
よ
り
東
側
か
つ
県
道
四
〇
七
号

線
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
稗
原
町
、
東
江
原
町
、
上
出
部
町
四
季
が
丘
、
美
星
町
黒
木

。
）

（
星
田
川
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
美
星
町
星
田
、
芳
井
町
梶
江
、
芳
井
町
簗
瀬
、
芳
井

。
）

町
与
井
及
び
芳
井
町
吉
井
（
市
道
追
崎
線
及
び
追
崎
上
野
線
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
浅

。
）
）

口
市
（
鴨
方
町
鴨
方
、
鴨
方
町
小
坂
西
、
鴨
方
町
小
坂
東
、
鴨
方
町
地
頭
上
（
県
道
四
六
号
線
よ

り
西
側
の
区
域
に
限
る

、
鴨
方
町
鳩
ケ
丘
一
丁
目
、
鴨
方
町
鳩
ケ
丘
二
丁
目
、
鴨
方
町
鳩
ケ

。
）

丘
三
丁
目
、
鴨
方
町
鳩
ケ
丘
四
丁
目
、
鴨
方
町
深
田
、
鴨
方
町
本
庄
（
県
道
四
六
号
線
よ
り
西
側

の
区
域
に
限
る

、
鴨
方
町
み
ど
り
ケ
丘
一
丁
目
、
鴨
方
町
み
ど
り
ケ
丘
二
丁
目
、
鴨
方
町
み

。
）

ど
り
ケ
丘
三
丁
目
、
鴨
方
町
み
ど
り
ケ
丘
四
丁
目
、
鴨
方
町
六
条
院
中
及
び
鴨
方
町
六
条
院
西
の

区
域
に
限
る

、
浅
口
郡
里
庄
町
（
大
字
里
見
、
大
字
新
庄
、
大
字
新
庄
グ
リ
ー
ン
ク
レ
ス
ト

。
）

及
び
大
字
浜
中
の
区
域
に
限
る

）
及
び
小
田
郡
矢
掛
町
（
浅
海
、
江
良
、
小
田
、
里
山
田
、
西

。

川
面
（
星
田
川
よ
り
南
側
の
区
域
に
限
る

、
南
山
田
（
県
道
六
四
号
線
よ
り
西
側
の
区
域
に

。
）

限
る

）
及
び
本
堀
の
区
域
に
限
る

）
の
区
域

。

。

三

移
動
等
の
禁
止
の
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
十
五
日
か
ら
当
分
の
間
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